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～購入方法にご注意ください～

・注射用水等

購入する注射用水等が必要となる注射剤に対して発行された指示書の原本又はそ

の写しを購入する卸売販売業者に提出する

・消毒薬等（医療用医薬品に該当するもの）

（例：消毒用エタノール等）

過去３か月以内に発行された指示書（※）を提出する

※：要指示薬でない消毒薬については、指示書は発行されない。このため、過去３

か月以内に発行された、注射薬の指示書など、農場において獣医師により、適切

に医薬品の使用について指示が行われていることを確認する書類を提出し、販売

業者の確認を受けることが必要です。

指示書に基づく要指示薬の適正使用について

注：※２で示した指示書は上記「畜産農家が(人用)医薬品卸売販売業者からの購入する方法」で

説明したものです。
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